










下請法等に基づく規制

公正取引委員会は「独占禁止法」とその補完法である「下請
法」などの法律を執行することで、競争政策を積極的に展開し、市場における競争秩序を維持しています。











【参考】フリーランス・事業者間取引適正化等法
（正式名称：特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的として、令和６年11月から施行されています。
発注事業者（業務委託事業者等）からフリーランス（特定受託事業者）への業務委託を対象に、
書面等による取引条件の明示、報酬支払期日の設定・期日内の支払といった義務や、
報酬の減額、買いたたきといった禁止行為等を定めています。
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※３  公正取引委員会の調査開始日から起算して２０日（官庁の休日を除きま
す。）を経過した日まで、課徴金減免申請を行うことができます。

※４  公正取引委員会の調査開始日以後に課徴金減免申請を行った者のうち、
減免率１０％が適用されるのは、調査開始日前の減免申請者の数と合わ
せて５社以内である場合に限ります。
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懲役は令和7年6月1日以降は拘禁刑。



●グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方（令和5年3月（令和6年4月改定））（令和5年3月（令和6年4月改定））

（令和6年5月改定））（令和6年5月改定））

（令和7年1月改定））（令和7年1月改定））



独占禁止法とその補完法である下請法などの法律を
執行しています。
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⑪

令和 7年 1月現在

⑪ 消費税転嫁対策調査室

フリーランス取引適正化室フリーランス・事業者間取引適正化等法についての相談・違反被疑事実についての申出



（2025年4月）

X
https://x.com/jftc

※令和７年12月頃から令和８年１月頃にかけて、
　〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワーに移転を予定しています。


